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ストレスチェック制度の実施状況について 

 

   ストレスチェック制度（※）は平成２７年１２月１日から施行され、労働者５０人以上の事業場で

は、平成２８年１１月末までに初回のストレスチェックを実施する必要があります。 

   栃木労働局（局長 白兼
しろかね

俊
と し

貴
き

）では、ストレスチェック制度の実施状況を把握するため、労働

者５０人以上の規模の事業場２７０社を対象として、平成２８年１１月に自主点検（通信調査）を

実施し、その結果を取りまとめました（対象事業場数２７０件、回答件数２０４件、回収率７６％）。 

   栃木労働局及び各労働基準監督署においては、今後もさらにストレスチェック制度の実施状

況の把握を進め、実施が確認できない事業場に対する指導を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

【自主点検の結果（抜粋）】 

（１） ストレスチェック制度の認識状況について 

 ストレスチェック制度の概要を「知っている」のは１９８事業場（９７％）であり、「知ら

ない」のは、６事業場（３％）となりました。 

（２） ストレスチェックの実施状況について 

○  ストレスチェックを「実施済又は実施中」としたのは、１６４事業場で実施率は８０％と

なりました。 

（「平成２８年１１月末までに実施予定」とした１８事業場を含めれば、１８２事業場 

(８９％)が、１１月末までにストレスチェックを実施(または予定)しています。） 

○  事業場規模別の実施率は、「労働者数５０～１００人」及び「労働者数３０１人～」の

事業場では８０％を超えていますが、「労働者数１０１～３００人」の事業場では７５％

と他の事業場規模と比較して若干低くなっています。 

（３） 医師による面接指導の状況について 

ストレスチェックを「実施済又は実施中」の１６４事業場のうち、ストレスチェックの結

果、「医師による面接指導が必要」と判断された労働者からの面接指導の申出状況

については１４５事業場から回答があり、その内訳は、 

    「申出者あり」   ４９事業場（３４％。４９/１４５事業場。） 

    「申出者なし」   ５２事業場（３６％。５２/１４５事業場。） 

    「申出者待ち」   ４４事業場（３０％。４４/１４５事業場。） 

となりました。 

なお、「申出者あり」の４９事業場については、全て医師による面接指導を実施又は

実施予定となっています。 
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○ 添付資料 

資料Ｎｏ．１  ストレスチェック制度の実施状況について 

〔別添 「ストレスチェック制度自主点検表（兼ＦＡＸ送付表）」 

資料Ｎｏ．２  ストレスチェック制度導入マニュアル 

（パンフレット） 

資料Ｎｏ．３  ストレスチェックをどのように実施すれば良いかお悩みの事業者の方へ 

（リーフレット） 

 

※ ストレスチェック制度とは 

平成２６年６月２５日公布の「労働安全衛生法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第８２号）に 

おいて創設された制度で、労働者に対する「ストレスチェック（心理的な負担の程度を把握するための 

検査）」及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした制度（労働安全衛生法第６６条の１０に 

係る事業場における一連の取組全体を指します）です。 

 

 


